業務委託契約書


１　委託業務の名称　　　


２　業務場所　　　


３　履行期間      　　 　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　月　　　日まで

４　業務委託料      ￥　　　　　　　　　　－  
          （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥      　         －）

５　契約保証金　　　　　　免除

　上記の委託業務について、発注者と受注者とは次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
　この契約の締結を証するため本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自１通を保有する。



　　　　　　　　年　　　月 　　 日　　　　　　　　　


[bookmark: _GoBack]発注者　住　所　　東茨城郡茨城町大字小堤１０８０番地
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　茨城町長　小　林　宣　夫　　印


受注者　住　所　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


（総則）
第１条　発注者及び受注者は、頭書の業務の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書に従いこれを履行しなければならない。
２　前項の仕様書に明記されていないものがあるときは、その都度発注者と受注者とが協議して定める。
（権利義務の譲渡等）
第２条　受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諸を得たときは、この限りでない。
（委託業務の処理方法）
第３条　受注者は、仕様書及び発注者が必要に応じて指示する事項を遵守のうえ、委託業務を実施するものとする。
（再委託の禁止）
第４条　受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
（従事者及び責任者）
第５条　受注者は、委託業務に直接従事させる者（以下「従事者」という。）を定めたときは、速やかにその者の氏名及び住所を発注者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも同様とする。
２　受注者は、従事者を指揮監督するため、信頼のおける者から責任者（以下「業務管理責任者」という。）を定めるものとし、その者の氏名及び住所を発注者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも同様とする。
３　発注者は、従事者又は前項の責任者について、委託業務に従事させることが不適当と認めるときは、理由を明示してその者の解任を受注者に求めることができる。
（担当職員）
第６条　発注者は、受注者の業務の履行について監督を行う担当職員（以下「担当職員」という。）を定め、書面によりその職又は氏名等を受注者に通知しなければならない。
２　担当職員は、他の条項に定めるもののほか、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、受注者又は業務管理責任者に対する指示を行う。
３　担当職員は、業務の履行について、日々確認をしなければならない。
（措置請求）
第７条　発注者又は担当職員は、業務管理責任者又は従事者が業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に協議し必要な措置をとることを求めることができる。
２　受注者は、担当職員が業務の履行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に協議し必要な措置をとることを求めることができる。
（調査等）
第８条　発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
（支給品及び貸与品）
第９条　発注者から受注者へ支給する材料（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、規模、引渡時期及び引渡場所は、仕様書に定めるところによる。
２　発注者又は担当職員は、支給品又は貸与品を受注者の立会いのうえ検査して引渡さなければならない。
３　受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者又は担当職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４　受注者は、支給品及び貸与品を善良な管埋者の注意をもって管理しなければならない。
５　受注者は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又は返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
（業務処理状況の報告及び検査）
第１０条　受注者は、委託業務の処理状況について、仕様書に基づき業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
２　発注者は、受注者から前項の業務報告書の提出を受けたときは、直ちに当該業務報告書の内容を検査しなければならない。
（業務内容の変更等）
第１１条　発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期間又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
２　前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は，発注者と受注者とが協議して定める。
（受注者の請求による期間の延長）
第１２条　天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により期間内に業務を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により期間の延長を申し出ることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
２　前項の申し出は、履行期間内になさなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
（損害のために必要を生じた経費の負担）
第１３条　委託業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。
（検査及び引渡し）
第１４条　受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
２　発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に成果品について検査を行わなければならない。
３　前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
４　受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該成果品を発注者に引渡さなければならない。
（業務委託料の支払い）
第１５条　受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
２　発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内（以下「約定期間」という。）に業務委託料を支払わなければならない。
３　発注者がその責めに帰すべき理由により、前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
（履行遅滞の場合における損害金等）
第１６条　受注者の責めに帰する理由により、期間内に委託業務を完了することができない場合において、期間経過後相当の期間内に完了する見込があると認めたときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して期間を延長することができる。
２　前項の損害金の額は、頭書の業務委託料から既に完了した業務委託に相応する委託料を控除した額に対して、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延利息の率」という。）の割合を乗じて計算した金額とすること。
３　発注者の責めに帰すべき理由により、第１５条第２項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
（談合等不正行為があった場合の違約金等）
第１７条　受注者が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一　この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第２項の規定により取り消された場合を含む。）
二　納付命令又は独占禁止法第７条の規定に基づく排除措置命令（次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三　納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第３条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四　この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治40年法律第45号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。
２　受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
（発注者の解除権）
第１８条　発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一　その責めに帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと認められるとき。
二　前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三　第２０条第１項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
２　発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
３　第１項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、契約を解除する部分の業務委託料相当額の１／10を違約金とし、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
４　受注者が次のいずれかに該当するとき。
　　ア　その役員等（受注者が個人である場合にあってはその者を，受注者が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時本契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
　　イ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
　　ウ　その役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
　　エ　その役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与する等，直接的又は積極的に暴力団の維持，若しくは運営に協力し，又は関与していると認められるとき。
　　オ　その役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
　　カ　下受注契約，資材又は，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら，当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
　　キ　アからオまでのいずれかに該当する者を下受注契約，資材又は，原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において，発注者が当該契約の解除を求めたにもかかわらず，これに従わなかったとき。
（発注者の任意解除権）
第１９条　発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
２　前条第２項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
３　第１項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
（受注者の解除権）
第２０条　受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一　第１１条第１項に規定する協議が整わないとき。
二　天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
三　発注者が契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
２　第１８条第２項及び前条第３項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
（解除に伴う措置）
第２１条　契約が解除された場合においては、受注者は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
２　第９条第１項の規定による支給品、貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。
３　前項の場合において当該支給品、貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
（損害金等の徴収）
第２２条　受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、遅延利息の率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
２　前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、遅延利息の率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
（損害賠償）
第２３条　受託者は、従事者又は業務責任者が委託業務の実施に係る、施設等の全部又は一部をき損し、又は滅失させたときは、受注者の負担において現状に回復するとともに、これらによって生じた損害を発注者に賠償する責めを負うものとする。第三者に損害を与えたときも同様とする。
（緊急の措置）
第２４条　発注者は、委託業務実施上緊急の措置を要すると認めるときは、受注者に対し所要の措置をとるよう求めることができる。
２　受注者は、発注者の求めに応じ必要な措置をとったときは、その結果について遅滞なく発注者に報告しなければならない。
（費用の負担）
第２５条　委託業務の実施に要する機材等は、すべて受注者の負担とする。
２　履行箇所に備え付けてある電気、水道等を使用した場合の費用は、発注者の負担とする。
（秘密の保持）
第２６条　受注者は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
（紛争の解決）
第２７条　この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものについて、協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
（補則）
第２８条　この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

